
 

 

令和６年度版 

 

（重要事項説明書） 

 

          

            

☆保育理念☆ 

 

 

 

みのり保育園 

〒３３７－００１６ 

さいたま市見沼区東門前９２ エムエムビル１F 

TEL/FAX 048-687-8459 

入園のしおり 
          

   

 

・健康、安全など生活に必要な基礎的な習慣を養い、生命保持及び情緒の安定を図る。 

・人に対する愛情と信頼感、人権を大切にする心を育てると共に、自主・協調の態度を養い道徳性の 

芽生えを培う。 

・保育生活の中で、様々な体験を通じ豊かな感性を育て想像力・思考力の芽生えを培う。 



ホームページ https://minori-hoiku.com/ 

施設設置者 

 

名     称 株式会社みのり 

所  在  地 埼玉県さいたま市見沼区東門前６５－２  コーポプラザⅠ 205号 

電 話 番 号 ０４８－７２０－８５５３ 

代 表 者 氏 名 代表取締役   林 園子 

 

 

施設の目的及び運営方針 

 

１ みのり保育園（以下、当保育園という）は、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うこ

とを目的としています。 

２ 当保育園は、保育の提供に当たっては、入所する乳児及び幼児（以下「園児」という。）の最善の利

益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるも

のとします。 

３ 当保育園は、保育に関する専門性を有する職員が、家族との緊密な連携の下に、園児の状況や発達

過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとします。 

４ 当保育園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源と連携を図りながら、園児の保護者に対

する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとします・ 

５ 当保育園は、「さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」、「さいたま市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例」その他関係法令・通知等を遵守

し、事業を実施するものとします。 

 

 

職員の職種、員数等 

 

職種 員数 

園長 1人 （施設長 川井 志穂） 

主任、保育士、看護師、栄養士（兼任）、

調理員、事務員 等 

年度により保育所運営に必要な人員を配置します。 

 ※詳しくは、年度初め(4月 1日付)発行の「園だより」で公表致します。 

 

 

利用定員 

 

0歳児 1歳児 2歳児 計 

５人 ７人 7人 １９人 



連携施設 

施設名称 社会福祉法人まきば会 まきば保育園 

携締結日平成 27年 2月 16日 

施設所在 さいたま市見沼区大和田１－１３４３－１ 

連携内容 行事などの合同保育 

施設名称 社会福祉法人良育会 七里めぐみ保育園 

連携締結日 令和 3年 4月 1日 

施設所在 さいたま市見沼区大谷１２０１ 

連携内容 卒園児の受け皿 1名 

施設名称 社会福祉法人一樹福祉会 大宮みぬま保育園 

連携締結日 令和 3年 4月 1日 

施設所在 さいたま市見沼区大和田町２－１６３３－１ 

連携内容 卒園児の受け皿 1名 

 

保育園の一日と年間行事計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※0 歳児は個人差が大きいので、お昼寝や授乳、離乳食等、個々のリズムで保育します。 

※生活リズムを整える観点から、朝 9時までの登園をお願い致します。 

保育時間 

 保育標準時間 保育短時間 

基本保育時間 ７：３０～１８：３０ ８：３０～１６：３０ 

延長保育時間 １８：３０～１９：００ ７：３０～８：３０ 

１６：３０～１９：００ 

延長料金 30分 500円 30分 500円 

7:30    開園 

9:00  片付け 

9:40  おやつ 

10:00  戸外活動 

11:00   昼食 

12:00  午睡 

14:40   起床 

15:00   おやつ 

16:00   遊び 順次降園 

18:30   延長保育 

19:00  閉園 

 

月 行事内容 

4 月 入園式 

5 月 こどもの日 母の日 

6 月 父の日 時の記念日 給食参観 

7 月 七夕 水遊び 

8 月 水遊び 

9 月 十五夜 

10 月 運動会 ハロウィン 個人面談 

11 月 ピクニック 

12 月 クリスマス発表会 

1 月 お正月あそび 

2 月 豆まき おやつ参観 

3 月 ひな祭り 卒園式 

 



＜延長保育(時間外保育)について＞ 

〇急な用事でお迎えが遅くなる場合は、必ず延長保育時間開始前までに電話連絡をお願いします。 

〇延長料金は、基本保育時間を 1分でも過ぎると発生します。（短時間の方は、1分でも早い場合も） 

〇延長保育利用料は、月末締めで、翌月初めに、保育利用料と一緒にお振込み下さい。 

〇閉所時間を 1分でも過ぎた場合は、延長料金とは別に 3000円をいただきます。 

 

＜土曜保育について＞ 

〇土曜保育をご希望の方は、職員配置や給食の食材発注の関係から、利用希望の週の火曜日までにお申し込み

下さい。その際、利用時間をお伝え下さい。 

 

＜保育所の閉所日等について＞ 

〇閉所日は、日曜日・祝祭日・年末年始となります。 

 

災害時等の臨時休園等の対応について 

１、【新型インフルエンザ等対策特別措置（以下、特措法）第 2条に規定する「新型インフルエンザ等」がまん

延した場合の対応】 

〇特措法に基づく新型インフルエンザ等（COVID-19 含む）の対策が実施されている状況下において、当園の

園児や職員・保護者に感染者が確認された場合や地域での感染症が拡大、流行している場合には、さいたま

市の判断の下、登園自粛や臨時休園を要請することがあります。その場合は、要請へのご協力をお願い致し

ます。要請期間の設定等もさいたま市の判断で行います。 

２、【自然災害/風水害発生時の対応】 

〇当園所在地において、さいたま市等から「警戒レベル 3以上」が発令された場合は、以下のとおり対応致し

ます。 

 （「警戒レベル３」・・・避難準備・高齢者・乳幼児等避難開始） 

・開園時間（7時 30分）より前に「警戒レベル 3以上」が発令された場合は、臨時休園致します。 

・開園中に「警戒レベル 3以上」が発令された場合は、園内の安全な場所に避難致します。園内よりも指定緊

急避難場所である「フードガーデン駐車場」「蓮沼小学校」が安全であり、且つ避難経路の安全が確保された

場合は、避難場所に避難致します。開園中に「警戒レベル 3以上」が発令された場合は、保護者の方は、自

らの安全を確保しつつ、できるだけ速やかにお迎えをお願い致します。 

〇当園所在地において、さいたま市等から「警戒レベル 3以上」が発令されていない場合でも、近隣自治体で

同程度以上の警戒レベルが発令されたことで、当園職員が出勤・勤務できず、十分な保育体制が確保出来な

いと判断した場合は、保護者の皆様に登園自粛のお願いをすることがあります。 

〇鉄道等の「計画運休」が発表され、職員の出勤が困難な状況となり、十分な保育体制が確保出来ないと判断

した場合は、保護者の皆様に登園自粛をお願いすることがあります。 

〇臨時休園からの保育の再開に当たっては、警戒レベルの引き下げ、施設や施設周辺の安全の確認、ライフラ

インの状況、職員体制の確保等、総合的に判断し、お子様を安全にお預かり出来る状況になった場合、速や

かに再開致します。再開後、状況によっては一時的に弁当持参をお願いすることもあります。 

 



３、【避難場所について】 

 第一避難場所・・・フードガーデン駐車場 

 第二避難場所・・・蓮沼小学校 

４、【災害時のお迎えについて】 

 当園では、原則として、当日の朝、連絡帳に記入していただいたお迎えの方以外の方に、お子様を引渡しい

ないことになっていますが、災害時などは電話での連絡がつかないことが予想されるため、「緊急時引き取り

カード」を作成しております。保護者の方に、連絡がとれない場合は、「緊急時引き取りカード」に記入のあ

る方のみ、サインをいただいた後に、お子様の引き渡しをさせていただきます。 

＜非常災害対策＞ 

消防計画作成 見沼消防署 平成 26年 2月 24日届出 

防火管理者 有限会社マノア 水村ゆかり 

 

嘱託医について 

下記の先生方に保育園の嘱託医として、日々の子どもたちの健康に関するご指導・ご助言をいただき、定期健

診をお願いしています。 

 

※押阪先生による内科検診を年 2回（6月、11月）、大瀬先生による歯科検診を年 1回（6月）実施していま

す。お休みなどで未受診となった方は、各園医やかかりつけ医での健診をお願いしております。（園の定期健診

日にはなるべくお休みされないようお願いします。） 

利用者負担額（保育料）に関すること 

〇利用者負担額の決定通知に記載のある金額を毎月 3日までに次項口座までお振込み下さい。振り込み手数料

に関しては、保護者様でご負担いただきますようお願い致します。 

〇延長保育があった場合は、延長保育料金のお知らせがありますので、毎月の利用者負担額とあわせて期限ま

でにお振込み下さい。 

〇在籍している間は、出席しなくても納入していただきます。 

〇月の途中で退園する場合は、在籍日数に応じて納入していただきます。 

＜振込先口座＞ 

 

 

 

 

 

 

※利用者負担額の振込は、後払いとなっております。4月入所の方は、最初の振込は 5月 3日までにお願いし

ます。 

銀行名    埼玉縣信用金庫 

支店名    七里支店（店番 ０５８） 普通預金 

口座番号   １３２４５１７ 

講座名義人  株式会社 みのり 代表取締役 林 園子 

◎小児科医：  押阪裕之先生 （押阪こどもクリニック院長） 見沼区南中野３－２５ 

◎歯 科 医：  大瀬清香先生 （さや歯科クリニック院長）  見沼区大字大谷１７８５－２ 



登降園について 

〇お子様が道路に出ると大変危険です。送迎時間には、車や自転車の出入りも多いので登降園の際には、必ず

手をつないで歩いて下さい。 

〇車や自転車の長時間の駐車や駐輪は、近隣の方のご迷惑になりますので、送迎の際には速やかにお願い致し

ます。 

〇欠席のご連絡は、8時 30分までにお願い致します。 

 

食事について 

〇園に完備している調理設備で、給食の調理をし、提供します。 

〇主に 0歳児クラスは、哺乳瓶と粉ミルクは園で用意します。粉ミルクは「明治 ほほえみ」を用意していま

す。特別なご事情により他メーカーの粉ミルクをご希望の場合はご相談ください。 

〇ご要望があれば、ご家庭で使い慣れている哺乳瓶をお持ちいただくこともできます。 

〇ご家庭で哺乳瓶を使っていない方は、入園までに哺乳瓶での授乳が出来るようにしておいて下さい。 

〇給食やおやつの時に麦茶や牛乳を提供致します。（牛乳は、1歳を過ぎたら） 

〇食物アレルギーに関しては、個別事案になりますので、まずは園長にご相談下さい。 

 

感染症について 

次項のような感染症と判断されたときには、他のお子様にうつりますのでお休みいただきます。療養後、

登園する際には、かかりつけ医に登園の可否をおたずねください。保護者の方が独自に登園の可否をご判断

されないようお願いします。また、感染症が治癒し、登園される際には、感染症治癒後の登園願をご提出い

ただきますようお願いします。感染症治癒後の登園願については、連絡帳に挟んでありますので、ご確認下

さい。 

 

〇当園の夏季プール・水あそび時の水いぼの対応について。学校保健法施行規則では、水いぼ（伝染性軟属腫）

について「原則として、プールを禁止する必要はありません。しかし、二次感染のある場合は禁止とします。」と

されています。当園では、水いぼのあるお子様のプールの参加について、乳幼児という年齢では、自ら水いぼを

掻いて潰さないようにするなどの対応が困難であると考え、二次感染の可能性がゼロではない以上、プールへの

参加は控えていただいております。水いぼは、皮膚科等で適切に処置いただきますようお願いします。 

〇感染症治癒後の登園願いは連絡帳の後ろにつけてありますので、ご確認下さい。  

◎出席できない主な感染症◎ 

〇新型コロナウィルス 〇インフルエンザ 〇麻しん（はしか） 〇風疹 〇みずぼうそう（水痘） 

〇流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 〇百日咳 〇結核 〇流行性角結膜炎（はやり目） 〇プール熱

（咽頭結膜熱） 〇腸管出血性大腸菌感染症（O157,、O26、O111 等） 〇急性出血性角膜炎（アポロ

病） 〇侵襲性髄膜炎菌感染症 〇ヘルパンギーナ 〇手足口病 〇伝染性紅斑（りんご病） 〇溶連

菌感染症 〇マイコプラズマ肺炎 〇RS ウイルス感染症 〇ウイルス性（感染性）胃腸炎（ノロ、ロ

タ、アデノウイルス等） 〇帯状疱疹 〇突発性発しん 〇流行性嘔吐下痢症 〇伝染性膿痂しん（と

びひ） 〇水いぼ（症状がひどい場合） 〇その他（「保育所における感染症対策ガイドライン」厚生

労働省より） 



与薬について 

お子様に行う与薬は法律上「医療行為」となりますので、基本的には保育士が保護者にかわって行うことは出来

ません。 

 

やむを得ず薬を持参される場合 

 

上記の場合で、保護者の方が「与薬依頼票」に必要事項をすべて記入した場合に限り、保育士がお子様に与薬い

たします。 

与薬依頼票（みほん） 

 

☆医師に薬の回数について、相談はされましたか？　（　はい　・　いいえ　）

与薬日

園児名

病名・症状

処方日

医師名

薬の内容

与薬時間 薬の保管方法

薬の種類

飲ませ方

備考

※上記の欄に記入漏れや不備がある場合、与薬ができないことがあります。

与薬依頼書

令和　　　年　　　　月　　　　日

（　　　　－　　　　　　－　　　　）

令和　　　年　　　　月　　　　日

保護者名

（連絡先）

病院名

(電話番号) （　　　　－　　　　－　　　　）

例）抗生物質、咳止め

室温・冷蔵・その他（　　　　　　　）

粉薬　　　　包　・　水薬　　　　㎖　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　粉のまま　・　水に溶かして　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

食事の　 前  ・  後

※お子様が薬を飲むのを嫌がり、泣いたり手で払いのけたりする場合は、誤嚥する可能性があるため与薬を中止するこ

とがあります。

 

・薬は 1回分を持参し、袋や容器にお子様の名前を記載して下さい。与薬依頼票を、予めお渡しすることは出来 

ません。その都度ご記入下さい。 

・保護者の判断で持参した薬・市販薬・解熱剤は対応出来ません。医療機関から処方された薬に限ります。 

・長期間継続して飲まなければならない薬の場合はご相談下さい。 

・書類に不備がある場合は、お薬を飲ませることは出来ません。 

・点眼薬、点耳薬などは、お子様の状態により与薬が難しかったり、適切な量の判断が保育士には出来なかった

り、容器が目や耳に付くなど容器自体の衛生面を保証できないなどの理由から、基本的にはお断りしております。 

 

〇医師による登園の許可は出ているが、薬は必ず継続して飲むよう診断を受けた。 

⇒その場合も、症状が改善してきたら、途中で止めてもよい薬かどうか必ず確認してください。 

〇医師に、与薬回数を朝・夕の 2 回にして、保育園で飲まなくてもよいよう相談したが、どうしても登園し

ている間に飲まなければならないと診断を受けた。 

 ⇒薬を朝夕 2 回に出来ないか、必ずご相談ください。 

※例年、虫よけスプレー・虫よけシール・虫よけリング等のご相談を頂いておりますが、お受けすることは

出来ません。ご了承下さい。（個別対応が困難。誤飲のおそれ。喘息のお子様への拝領が必要などの理由から） 



お便り・連絡事項について 

 

〇園だより、献立表等は、月末、連絡帳にはさんでお渡しします。その他、必要な手紙は、その都度連絡帳には

さんでお渡ししますのでご確認下さい。 

〇その他、緊急の場合などには、配信メールでお知らせする場合もございますので、ご確認いただきますようお

願いします。 

〇連絡帳は、毎日確認し、お子様のご家庭での様子も連絡帳でお知らせ下さい。 

 

登園時に保育士にお知らせください 

 

嘔吐があった、下痢をした、ご家庭で怪我をしたなど健康上変わったことがあれば、登園時に保育士に直接お

しらせください（登園前に電話でご相談いただいても結構です）場合によっては、その場で受け入れをお断り

することもありますので、少しでもいつもと違う様子があれば、まずは医療機関への相談や受診を行い、お子

様の体調を考慮して、お休みなどの対応をお取りください。また、毎朝必ず体温を測ってから登園して下さい。 

 解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状等が改善傾向となるまでは登園をお控え下さい。解熱剤を使用して

いる場合は、お子様をお預かりすることはできません。保育園では、病気や病気回復期のお子様のお預かりは

出来ません。どうしても仕事が休めないなどの事情がある場合は、さいたま市の「病児保育」の利用をご検討

ください。 

 

お子様の急な病気やけがのときにはご連絡いたします 

 

園で熱が出た場合、基本的には３７，５℃以上でご連絡いたします。ただし、熱がない場合でも、嘔吐や下痢

があった場合、お子様に元気がないなど普段と違う様子が見られた場合はご連絡いたします。その際は、速や

かなお迎えをお願いします。ご家族、ご親戚、ご友人等の中で、緊急のお迎え体制を整えておいて下さい。緊

急連絡先、住所、就労先等に変更があった場合は、その都度お知らせ下さい。 

 

急なお休みの際のご連絡 

ご都合や体調不良等で欠席される場合は、給食調理の関係から、朝 8 時 30 分までにご連絡をお願いします。

その際、お休みの理由を詳しくお伝えください。特に感染症等の診断がある場合は必ずお知らせ下さい。場合

によっては、再度園から欠席理由を確認させていただくことがあります。また、遅刻の際や、いつもと登園時

間が変わる場合にもご連絡をお願いいたします。 

 

送迎する方をお知らせください 

毎日連絡帳に、お迎えの方と時間を記入してお知らせ下さい。1 年を通して、お迎えにいらっしゃる可能性が

ある方は、緊急時引き取りカードに顔写真を添付して、お知らせ下さい。また、保護者以外の方がお迎えにい

らっしゃるときは必ず、保育士に直接お知らせ下さい。お兄ちゃんお姉ちゃんなど未成年の方のみのお迎えは

お断りしております。 



生活習慣、身だしなみについて 

お子様の生活習慣の管理や身だしなみは、保護者の方がきちんと行って下さい。 

＜夜型の生活は直しましょう＞ 

夜型のお子様は、日中機嫌が悪くなったり、お昼寝からの寝起きが大変悪かったり、肥満傾向・低身長になる

など、お子様の発育に大変影響があります。当園としては、日常的に夜 8 時以降外出している、夜 10 時以降

に布団に入る、などの生活習慣は基本的に好ましくないと考えています。（夜８～９時に布団に入り、遅くても

9 時半くらいまでには就寝しましょう。本来は 9 時前に寝ているのが望ましい）したがって、ご家庭の様々な

状況を考慮しながらも、お子様の健康・発育の立場から、ご家庭への助言等をさせていただいています。 

＜朝食はしっかり食べましょう＞ 

朝食をしっかりたべてこないお子様は、午前中の早い段階でお腹が空き、活動に集中できない、イライラする、

注意力散漫になり怪我をしやすい、給食が早食いとなりお替わりを異常に欲しがるなど見られます。朝食をし

っかり食べられる時間を確保することも保護者の方の務めです。また、朝食後もきちんと歯磨きを行いましょ

う。乳歯のむし歯は、永久歯にも影響を与えます。口腔ケアをしっかり行うことは、お子様の健康を維持する

ことにつながります。 

＜爪はこまめに切りましょう＞ 

子どもの爪は大変軟らかく、少し伸びてくると、思わぬ怪我、爪のめくれ、割れなどにつながることがありま

す。また、言葉で十分に気持ちを伝えられない乳幼児期においては、集団生活上しばしば、友だちに手が出て

しまうという場面が見られます。保育士も十分注意し、止めるよう努めますが、どうしても止められないこと

もあります。爪が伸びているとお子様が意図していなくても、相手の子を怪我させてしまうことがあります。

思わぬトラブル回避のためにも爪のケアはこまめに行って下さい。また、日常的にお風呂に入り、丁寧に体を

洗ってあげる事、お洋服をきちんと洗ってあげる事は子どもの衛生・健康上の問題だけでなく、将来に及ぶ基

本的生活習慣確立にも大変重要なことです。 

＜オムツを交換してから登園しましょう＞ 

夜履いていたオムツは朝しっかりと交換してからご登園下さい。おしっこでいっぱいのオムツを履き続けるこ

とは、衛生上よくないだけでなく、思わぬ肌トラブルにつながったり、歩行の妨げにもなります。 

※上記以外の事でも、保育士が日々の園生活の中で気づいたことは、ご家庭へ伝えさせていただきます。 

◎保育園でのお昼寝に向けて、あおむけ寝の習慣を付けてください 

＜SIDS（乳幼児突然死症候群）リスク軽減のために＞→主に 1 歳未満が多いですが、1 歳以上での発症事

例もあります。【参考；予期せぬ乳幼児の突然死（SUDI）】 

 

「SIDS は、うつぶせ、あおむけのどちらでも発症しますが、寝かせる時にうつぶせに寝かせたときの方が SIDS

の発生率が高いということが研究者の調査からわかっています。医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場

合以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせましょう。この取り組みは睡眠中の窒息事故を防ぐ上でも有

効です」（厚生労働省㏋より） 

当園では、行政指導の下、お昼寝時の呼吸チェックや仰向け寝の実施等、SIDS 対策を行っています。しかしなが

ら、ご家庭において、医師の指導以外でうつぶせ寝が定着しているお子様を園のお昼寝時のみ仰向け寝にするこ

とは非常に困難を伴います。（仰向けでは初めから寝付けない。うつ伏せで寝付いた後、仰向けにしようとすると

ぐずって起きてしまう。何度、仰向け寝にしても、すぐに寝返りを打ってしまう等。）そのため、 

保育園でのお子様の SIDS リスク軽減のためにも、入所前からあおむけ寝ができるよう 

ご家庭でも練習を行って下さい。また、子どもの近くでの喫煙も、SIDS 発症の危険因子の一つです。 



要望・苦情等に関する相談窓口ついて 

当園では、利用者の皆様からの苦情・不満・意見・要望を解決するための園内体制を構築しております。 

また、解決のための第三者委員を外部の方にお願いしています。 

 

みのり保育園 相談・苦情担当 

相談・苦情受付担当者 川井 志穂 

苦情解決・虐待防止受付担当者 林 園子 

虐待防止責任者 中村 進 

※受付方法：文書・電話などの方法で相談・苦情を受け付けます。 

 

第三者委員 

藤野 信行 財）こども未来財団認可特定事業 NPO法人親子ふれあい教育研究所 代表理事 

平野 祐次 元さいたま市議会委員 

大野 初子 丸山京子税理士事務所 会計担当 

 

 

園児に対する保険について 

当園では、園児に対して三井住友海上火災保険株式会社の保険に加入しています。 

 

 

持ち物について 

毎日持ってきていただくもの 

 

以下の物を、お手提げ袋（約 30㎝×40 ㎝）に入れてお持ち下さい。 

・ 食事用エプロン （1枚）                  

・ コップ 巾着袋に入れてお持ち下さい。  

・ 連絡帳（園からお渡し致します） 

以下の物を入れる袋は、お手提げ袋とは別の物をご用意下さい。 

（慣れてきましたら、お子様が自分で出し入れします。扱いやすいサイズをご用意下さい。小さすぎるものや

大きすぎるものはお止め下さい） 

・ 敷きパッド （約 70㎝×120 ㎝）裏側防水加工、ゴム付き  左記の 3点をお手提げ     

・ フェイスタオル   袋に入れてお持ち下さ 

・ タオルケット（冬は毛布）                い。 

 

※離乳食中期と後期のお子様は食事用のエプロンを 2枚お持ちください。 

※あらかじめ洗い替えをご用意下さい。 



園に常時置いておいていただく物 

 

・ 下着（肌着）    3 枚以上 

・ 着替え上下    3 組以上 

・ 靴下       ２足 

・ パンツ      ４枚以上（個々のトイレトレーニングに合わせて） 

・ おしり拭き   （なくなり次第、連絡帳でお知らせします） 

・ 手口拭き    （なくなり次第、連絡帳でお知らせします） 

ビニール袋   BOX に入っているタイプの物（約 35 ㎝×２５㎝） 

 

※着替えて持ち帰った分は翌日必ず補充して下さい。 

※お子様の発育に合わせたサイズにし、季節に応じてご用意下さい。 

※持ち物には全て記名をお願いします。記名されていない物は、こちらで記名させていただきますので、ご了承

下さい。 

 

 

 

緊急避難用お着替えセットご用意のお願い 

 

ジッパー付きのビニール袋をお渡しします。記名した下記の物を入れて下さい。 

 

 

 

 

※月末に持ち帰ります。中身のサイズや気温に合わせた物になっているかどうか確認をして、翌週持参して下さ

い。 

 

・紙おむつ 2 枚   ・下着  1 枚  ・洋服  上下 1 組  ・靴下  1 組 


